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(54)【発明の名称】 内視鏡用高周波切開具

(57)【要約】
【課題】導電ワイヤを牽引することによって屈曲する可
撓性チューブの先端部分の屈曲の程度を正確に制御し
て、体内組織を所望の深さに切開することができる安全
性の高い内視鏡用高周波切開具を提供すること。
【解決手段】電気絶縁性の可撓性チューブ１の先端近傍
に長手方向に間隔をあけて一対の孔３を形成して、可撓
性チューブ１内に挿通配置された導電ワイヤ２を一対の
孔３に通してその間の部分において可撓性チューブ１外
に配置し、導電ワイヤ２を手元側から牽引することによ
り可撓性チューブ１の先端部分が一対の孔３の間で屈曲
するようにした内視鏡用高周波切開具において、可撓性
チューブ１の軸線に対して垂直方向から略可撓性チュー
ブ１の内径を横切る深さのＶ字状の切り込み溝５を、可
撓性チューブ１の一対の孔３と孔３との間の位置に形成
した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】電気絶縁性の可撓性チューブの先端近傍に
長手方向に間隔をあけて一対の孔を形成して、上記可撓
性チューブ内に挿通配置された導電ワイヤを上記一対の
孔に通してその間の部分において上記可撓性チューブ外
に配置し、上記導電ワイヤを手元側から牽引することに
より上記可撓性チューブの先端部分が上記一対の孔の間
で屈曲するようにした内視鏡用高周波切開具において、
上記可撓性チューブの軸線に対して垂直方向から略上記
可撓性チューブの内径を横切る深さのＶ字状の切り込み
溝を、上記可撓性チューブの上記一対の孔と孔との間の
位置に形成したことを特徴とする内視鏡用高周波切開
具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の処置具
挿通チャンネルに挿通されて体内組織の切開をするのに
用いられる内視鏡用高周波切開具に関する。
【０００２】
【従来の技術】図４は従来の内視鏡用高周波切開具の先
端部分を示しており、電気絶縁性の可撓性チューブ１の
先端近傍に長手方向に間隔をあけて一対の孔３が形成さ
れ、その可撓性チューブ１内に挿通配置された導電ワイ
ヤ２が一対の孔３に通されて、その間の部分において導
電ワイヤ２が可撓性チューブ１の外に配置されている。
４は、可撓性チューブ１を曲がり易くするように形成さ
れた円周溝である（実公昭６４－４３３５号）。
【０００３】そのような構成により、導電ワイヤ２を矢
印で示されるように手元側から牽引操作することによ
り、一対の孔３の間の部分で可撓性チューブ１の先端が
弓状に屈曲する。
【０００４】そこで、図３に例示されるように、十二指
腸１０１に対する胆管１０２の開口部に可撓性チューブ
１の先端部分を差し込んで、導電ワイヤ２に高周波電流
を通電すると、開口部の組織が切開される。５０は内視
鏡、５１は処置具挿通チャンネルである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述のように導電ワイ
ヤ２を牽引することにより可撓性チューブ１の先端を屈
曲させるようにした内視鏡用高周波切開具においては、
可撓性チューブ１の先端部分の屈曲の程度が導電ワイヤ
２の牽引力のみによって決まり、その程度によって体内
組織の切開深さＡが決まる。
【０００６】しかし、可撓性チューブ１の先端部分の屈
曲の程度は正確に制御することができず、操作者の勘に
頼らざるを得ないので、切開深さＡが足りなかったり必
要以上に大きくなってしまう場合がある。
【０００７】そこで本発明は、導電ワイヤを牽引するこ
とによって屈曲する可撓性チューブの先端部分の屈曲の
程度を正確に制御して、体内組織を所望の深さに切開す
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ることができる安全性の高い内視鏡用高周波切開具を提
供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用高周波切開具は、電気絶縁性の可
撓性チューブの先端近傍に長手方向に間隔をあけて一対
の孔を形成して、可撓性チューブ内に挿通配置された導
電ワイヤを一対の孔に通してその間の部分において可撓
性チューブ外に配置し、導電ワイヤを手元側から牽引す
ることにより可撓性チューブの先端部分が一対の孔の間
で屈曲するようにした内視鏡用高周波切開具において、
可撓性チューブの軸線に対して垂直方向から略可撓性チ
ューブの内径を横切る深さのＶ字状の切り込み溝を、可
撓性チューブの一対の孔と孔との間の位置に形成したも
のである。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は内視鏡用高周波切開具の先端部分を示
しており、１は、図３に示される内視鏡５０の処置具挿
通チャンネル５１に挿脱される電気絶縁性の可撓性チュ
ーブであり、例えば内径／外径が１ｍｍ／２ｍｍ程度の
四フッ化エチレン樹脂チューブによって形成されてい
る。
【００１０】可撓性チューブ１内には、例えばステンレ
ス鋼線の撚り線からなる可撓性の導電ワイヤ２が、軸線
方向に進退自在にほぼ全長にわたって挿通配置されてお
り、可撓性チューブ１の手元側に連結された図示されて
いない操作部において進退操作される。また、導電ワイ
ヤ２には、操作部において高周波電源コードが接続され
ていて、高周波電流を任意に通電することができる。
【００１１】可撓性チューブ１の先端近傍（例えば先端
から２～５ｃｍ程度離れた位置）には、可撓性チューブ
１の軸線に対して略垂直方向からＶ字状の切り込み溝５
が形成されている。
【００１２】可撓性チューブ１に対する切り込み溝５の
深さは、略可撓性チューブ１の内径を横切る程度であ
り、可撓性チューブ１の厚み分だけが切り込まれずに残
っている。
【００１３】また、切り込み溝５の底部はエッジ状では
なく、小さな曲面状に形成されているので、その部分で
の曲げが繰り返された後でも可撓性チューブ１に亀裂が
発生し難い。
【００１４】可撓性チューブ１には、切り込み溝５を挟
んでその前後の位置に一対の孔３が穿設されており、導
電ワイヤ２がその一対の孔３に通されて、一対の孔３の
間において可撓性チューブ１外に配置されている。
【００１５】可撓性チューブ１の先端部分は先側へ漸次
窄まった形状に形成されており、その部分の内側に、導
電ワイヤ２の先端に固着されたストッパ６が嵌め込まれ
て固定された状態になっている。
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【００１６】このように構成された実施例の内視鏡用高
周波切開具は、導電ワイヤ２を手元側から牽引操作する
ことにより可撓性チューブ１の先端が屈曲するが、切り
込み溝５の部分が可撓性チューブ１の他の部分に比べて
格段に屈曲し易いので、図２に示されるように、切り込
み溝５が閉じた状態になるまでは屈曲のほとんどが切り
込み溝５の部分で発生する。
【００１７】そして、切り込み溝５が閉じた状態になる
と、切り込み溝５以外の部分が曲がり始めるが、その際
には導電ワイヤ２の牽引力量が急に大きくなるので、そ
の状態が操作者により確実に検知される。
【００１８】したがって、そこで導電ワイヤ２の牽引操
作を止めることにより、可撓性チューブ１の先端部分を
予め設定された通りの状態に屈曲させて、予め設定され
た通りの切開深さＡで体内組織の切開を行うことができ
る。
【００１９】そのような切開深さＡは、一対の孔３と切
り込み溝５との距離（図１に示されるＰ、Ｑ）を適宜の
長さに設定することにより、任意の大きさに制御するこ
とができる。
【００２０】
【発明の効果】本発明によれば、導電ワイヤを手元側か
ら牽引操作したとき、可撓性チューブの先端近傍に形成*
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*された切り込み溝が閉じた状態になると導電ワイヤの牽
引力量が急に大きくなって、その状態が操作者により確
実に検知されるので、そこで導電ワイヤの牽引を止める
ことにより、可撓性チューブの先端部分の屈曲の程度を
正確に制御して、体内組織を所望の深さに切開すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用高周波切開具の先端
部分の側面断面図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用高周波切開具の先端
部分の屈曲状態の側面断面図である。
【図３】内視鏡用高周波切開具の使用状態を示す略示図
である。
【図４】従来の内視鏡用高周波切開具の先端部分の側面
断面図である。
【符号の説明】
１  可撓性チューブ
２  導電ワイヤ
３  孔
５  切り込み溝
６  ストッパ
Ａ  切開深さ
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要解决的问题：提供一种高度安全的内窥镜，能够精确控制柔性管的远
端部分的弯曲程度，通过拉动导线将身体组织切割到所需的深度而弯曲
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通过从近侧拉动导线2，柔性管1的远端部分在一对孔3之间弯曲。具有从
垂直于柔性管1的轴线的方向横穿柔性管1的内径的深度的V形切口槽5插
入柔性管1中在一对孔3和孔3之间的位置处。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/642573e2-15b6-4552-a3da-0bf00e3953eb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019051807/publication/JP2003024346A?q=JP2003024346A

